
事務事業評価の評価結果について（平成28年度の事業に対する評価）

建設部 評価：４＝できている　３＝概ねできている　２＝課題克服が必要　１＝未着手状況　　

指標名 指標設定の考え方 目標値 実績値 数値以外の目標 目標に対する実績等の分析 評価 所見
平成29年
度以降の事
業の方向性

所見

建設政策課
道路管理
事業

　市道とは道路法第８条の規定
に基づく認定を行うことで、道
路法の適用を受け、市民の通行
の権利を確保するとともに交通
の発達に寄与し、公共の福祉を
増進するものです。
　道路台帳整備は、道路法第28
条における「道路台帳」に規定
され、道路管理者において作成
及び管理を行う義務を負ってお
り、さらに地方道路譲与税法施
行規則第2条「道路の延長及び
面積の算定」の規定及び地方交
付税法第12条2により、交付税
需要額の算定基礎となることか
ら、道路の健全な管理と地方交
付税の適正な確保の観点からそ
の必要性は高いものです。また
市道認定道路を管理すること
は、小規模大規模を問わず開発
事業並びに建築行為を実施する
場合、公道接道を確認する重要
な資料であり、的確かつ正確な
道路情報を公開する必要性が高
い事業です。

道路台帳修正
対象路線延長

　道路台帳修正にあたっ
ては、当初計画路線延長
に対して、修正実績延長
を比較対象として評価し
ます。

28ｋｍ 36.4ｋｍ

　道路の新設・改良等に
伴う供用開始路線につい
て、最新の道路状況を反
映させた適正な道路台帳
の更新を行った。
また、庁内の道路台帳シ
ステムにおいて、総務省
が推進するLG-WAN
ASP方式を用いた新しい
システムへ移行するとと
もに庁外に向けてWEB配
信を行っている道路、基
準点、都市計画の情報に
加えて、ハザードマップ
の情報を新たに発信し
た。

3

　既に道路管理を行う必
要がなく、道路機能を有
していない認定廃止を行
うべき路線の調査に着手
するとともに、道路情報
の更新（延長約36ｋｍ、
約400路線）及び管理を
適正に行い、併せて、庁
外への情報発信も実施し
た。
　今後も情報の更新並び
に庁外への情報発信を適
正に行うよう努めたい。

拡充・充
実

　廃止候補路線の調査を
計画的に進めるととも
に、道路台帳システムが
LG-WAN ASPシステム
に変更されたことによ
り、庁内での利活用の拡
大等更なる情報発信に努
めたい。
　また、庁外に向けては
道路情報のみならず、基
準点、都市計画、防災
マップ、建築基準法上の
位置指定道路等の情報を
発信し、窓口業務の効率
化及び市民サービスの向
上に努めたい。

用地・地籍
調査推進室

地籍調査
事業

　国土調査法に基づく「土地の
調査」の一つで、一筆地毎に土
地の所有者、地番、地目を調査
し、土地の境界と面積を測量
し、その成果を法務局の公図及
び登記簿に反映させます。この
ことにより、官民境界立会い業
務の軽減、公共事業の推進、災
害復旧の迅速化を図ります。

事業進捗率

　平成27年度に沿岸部
(26ｋｍ２)を重点区域と
設定し、１０ヶ年の事業
計画を整備した際に、わ
かりやすい目標として１
０年後の事業進捗率を設
定したため。

3.37% 3.21%

　国主体の事業の進捗が
遅れた影響により、目標
値をクリア出来なかった
ものの、市事業について
は計画どおり実施するこ
とが出来た。

4

　境界立会前に土地所有
者を対象とした説明会を
実施し、土地所有者の理
解が得られたことによ
り、スムーズな境界立会
を実施することが出来
た。
　また、重点整備区域で
ある香良洲地域において
は、平成27年度から２年
目の境界立会であり、地
域住民の地籍調査への認
識が高くなってきてい
る。

拡充・充
実

　引き続き、津市地籍調
査推進協議会や地域住民
の協力をいただきなが
ら、１０ヶ年計画に基づ
き、計画的に事業を進め
ていく。

建設整備課

道路維持
事業（交
付金事
業）

　「津市舗装維持管理計画」に
基づき、道路の保全、補修によ
る安全性の向上を図り、利用者
が安心して通行できる道路を確
保するための事業です。

安全・安心な
道路の確保

　道路の保全、補修によ
る安全性の向上を図り、
利用者が安心して通行で
きる道路の確保

8,410㎡
10,463

㎡

　道路ストックによる点
検による舗装修繕を行
い、安全性の向上を図る
ことができた。

4

　「津市舗装維持管理計
画」に基づく、道路の舗
装修繕及び「道路ｽﾄｯｸに
よる点検調査」に基づく
舗装修繕により安全性の
向上を図り、利用者が安
心して通行できる道路の
確保ができた。

拡充・充
実

　「津市舗装維持管理計
画」及び「道路ｽﾄｯｸによ
る点検調査」に基づく、
道路の舗装修繕により安
全性の向上を図り、利用
者が安心して通行できる
道路を確保します。

建設整備課

道路新設
改良事業
（道整備
交付金）

　新最終処分場を美杉町下之川
に整備するにあたり、同処分場
へのアクセス道路を整備すると
ともに、まちづくり推進事業と
して整備する新たな幹線道路に
係る調査・設計・測量・工事を
行います。

事業の完了
　道路建設に関する設計
委託件数、工事件数

1件 1件 道路改良工事１件
　H28年度繰越工事１件
の事業を行った。

4
　供用開始に向けた計画
どおりの事業進捗が図れ
た。

廃止
　平成27年度事業完了よ
り廃止する。

所管課長等による評価

課等名 中事業名 事業の目的

成果指標（平成28年度） 事業の評価
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指標名 指標設定の考え方 目標値 実績値 数値以外の目標 目標に対する実績等の分析 評価 所見
平成29年
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業の方向性

所見

所管課長等による評価

課等名 中事業名 事業の目的

成果指標（平成28年度） 事業の評価

建設整備課

道路新設
改良事業
（道路等
特定事
項）

　下之川バイパスと接続する道
路を整備することで、他地区と
の道路網を形成し、利便性を図
る。

道路建設に関
する委託・工
事進捗状況

　道路建設に関する委
託・工事件数

12件 11件

測量設計業務委託
4件
調査業務委託
1件
実施設計業務委託
2件
整備工事
5件

測量設計業務委託
2件
調査業務委託
1件
実施設計業務委託
1件
整備工事
7件

4
　年間スケジュールを把
握し、事業を進めること
ができた

現状維持
　道路の供用開始に向
け、引き続き事業を推進
します。

建設整備課

道路新設
改良事業
（交付金
事業）

　広域的な交通需要に対応し、
産業面での振興に資するため幹
線道路などの整備を関係機関に
求めていくとともに、市内各地
域の交流や連携を強化するため
の道路整備を進め、道路ネット
ワークの構築を図る道路事業を
行います。

幹線道路への
アクセス道路
整備の推進

　市域内の道路交通の円
滑化を図るため、効果
的・効率的な事業の実施
を指標とします。

4路線 6路線

　4路線計画し6路線の道
路改良事業の実施を行い
道路交通の円滑化を図っ
た。

4

　「津市道路整備計画」
に基づく道路新設改良工
事により幹線道路へのア
クセスを改善するととも
に、安全性を配慮した道
路整備を行った。

拡充・充
実

　「津市道路整備計画」
に基づく新設改良工事に
より、地域間ネットワー
クの促進、幹線道路への
アクセス改善及び安全性
を配慮した道路整備を行
います。

建設整備課

道路新設
改良事業
（市単独
事業）

　地域の活性化を図るため、幹
線道路へのアクセスの改善、現
道拡幅により、円滑な交通が確
保され地域社会の発展に寄与す
る道路事業を行います。

幹線道路への
アクセス道路
整備の推進

　地域間交流の促進を図
るための安全性を配慮し
た道路整備

8路線 9路線
　道路工事、用地取得等
道路整備事業の進展が図
れた。

4

　幹線道路へのアクセス
改善及び現道拡幅による
道路交通の円滑化を図
り、安全性を配慮した道
路整備を行うため、道路
工事や用地取得を行っ
た。

現状維持

　生活道路である道路新
設改良工事により、地域
間交流の促進、幹線道路
へのアクセス改善及び安
全性を配慮した道路整備
を行います。

建設整備課

橋りょう
維持事業
（交付金
事業）

　「津市橋梁長寿命化修繕計
画」に基づき、橋りょうの保
全、補修による安全性の向上を
図り、利用者が安心して通行で
きる橋りょうを確保します。

安全・安心な
橋りょうの確
保

　安全、安心な橋梁を確
保するための保全補修

2橋梁 2橋梁
　鳥居高架橋ほか２橋橋
梁長寿命化修繕（上部
工）工事を実施した。

4

　「橋梁点検」及び「津
市橋梁長寿命化修繕計
画」に基づく、橋梁の修
繕を行い、利用者が安心
して通行できる橋りょう
の確保ができた。

拡充・充
実

　「橋梁点検」及び「津
市橋梁長寿命化修繕計
画」に基づく、橋りょう
の保全、補修を行い安全
性の向上を図り、利用者
が安心して通行できる橋
りょうを確保します。

建設整備課
公園管理
事業

　都市公園等の利用者が、安全
かつ快適に利用できるように、
公園施設の状況や苦情・要望の
把握に努めるとともに、公園施
設の保守点検及び修繕の徹底を
図るため、両工事事務所との調
整・計画を行います。

公園管理シス
テムの更新

　公園管理システムを構
築することにより、市内
公園の維持管理をスムー
ズに図ることができま
す。

　施設整備工事や開
発行為等に伴い新設
や更新を行った公園
施設の情報を、公園
管理システムに追加
や修正することによ
り、円滑な管理を実
施します。

　４公園分の施設データ
の追加や各公園の情報の
修正を行ったことによ
り、所管する都市公園等
について管理を適切に行
うことができました。
　公園管理運営講習会に
１名、遊具の日常点検講
習会に２名参加しまし
た。

4

　公園管理システムの更
新作業により、新たに４
公園分の施設データの追
加や各公園の情報の修正
を行い、台帳整理の観点
だけでなく、利用者から
の要望や問合せに対する
受付や処理などを円滑に
実施しました。

現状維持

　施設整備工事や開発行
為に伴い設置される公園
施設の情報を追加や修正
し、継続して台帳整理を
行う必要があり、公園管
理システムを活用して、
適切に管理を行います。
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指標名 指標設定の考え方 目標値 実績値 数値以外の目標 目標に対する実績等の分析 評価 所見
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所見

所管課長等による評価

課等名 中事業名 事業の目的

成果指標（平成28年度） 事業の評価

建設整備課
都市公園
整備事業

　市民の健康増進及び憩いと交
流の場となるよう都市公園の整
備を行うとともに、都市公園に
おいて、子どもや高齢者をはじ
め誰もが安全で安心して利用で
きる公園の整備を行います。

都市公園整備
の推進

　市内都市公園の未供用
箇所の早期開設。

　中勢グリーンパー
クや岩田池公園の整
備により、市民の交
流の場となる都市公
園をつくります。
　既存公園が継続し
て利用されるよう、
老朽した施設の更新
を計画的に実施しま
す。

　中勢グリーンパークの
園路等の整備とともに、
岩田池公園のサブエント
ランス実施設計や公園施
設長寿命化計画策定の調
査計画を行いました。

4

　レクリエーションや憩
いの場として利用できる
ように、整備計画に基づ
き都市公園の整備を推進
しました。
　中勢グリーンパークに
ついては園路や植栽等の
整備を進め、岩田池公園
についてはサブエントラ
ンス整備のための実施設
計を行いました。
　また、既存の老朽化施
設の計画的な施設更新を
進めるため、津市公園施
設長寿命化計画を策定し
ました。

拡充・充
実

　平成９年度から事業を
開始しました中勢グリー
ンパークについては、よ
り多くの方に安全で安心
して利用できる都市公園
として、また、平成４年
度から事業を開始しまし
た岩田池公園について
は、未着手であったサブ
エントランスの整備に着
手し、多方向から利用が
可能な都市公園として施
設の充実を図ってまいり
ます。
　開設から相当の年月が
経過した既存公園につい
ては、ニーズの変化や施
設の老朽化が進んでお
り、今後も継続して公園
が利用されるように、策
定した公園施設長寿命化
計画に基づき老朽施設の
更新を計画的に進めてま
いります。

建設整備課
各公園施
設整備事
業

　各公園施設の老朽化が進むな
かで、安全の確保と利用形態の
変化に伴い、市民が日常的に利
用でき、健康の増進及び憩いと
交流の場となるように、再整備
を行います。
　香良洲町地内の市有地を有効
活用し、平常時は公園として、
地震による津波が発生した際等
の災害時には避難場所として利
用することが可能となる高台防
災公園の整備を進めます。
　川喜田家より寄附された千歳
山の土地を、市街地に広がる貴
重な自然と、大正から昭和にか
けての川喜田半泥子の生活や創
造活動を感じることができる空
間の保全を図るため、豊かな自
然と歴史的な施設を活かした整
備を進めます。

公園の再整備
町民の森公園
プール跡地整
備

　（仮称）香良洲高台公
園や千歳山の整備にあた
り、整備目的や方針を定
め、事業の進捗を図りま
す。

　各公園に設置済み
のフェンスやトイレ
等施設を、緊急度に
応じて、利用者の安
全確保とニーズ変化
に対応するため、更
新・整備します。
町民の森公園内の
プール跡地を再整備
します。

　豊が丘なかよし公園な
どの各公園において、
フェンスや照明灯などの
施設を更新・整備すると
ともに、町民の森公園旧
河芸プール跡地におい
て、施設再整備を実施し
ました。
(仮称)香良洲高台防災公
園の整備に係る基本設計
業務を実施しました。

3

　各公園内の老朽した施
設については、利用形態
の変化に対応したうえ
で、施設更新を行うこと
により、市民が安全に公
園を利用できるように再
整備を行いました。

現状維持

　今後も各公園の既存施
設について、利用形態や
ニーズ変化に対応すると
共に、安全で快適に利用
できる公園として再整備
を実施します。

河川排水推
進室

河川管理
事業

　準用河川を円滑に管理してい
くため、各種研修会に参加しま
す。
　また、河川事業を促進するた
め、国・県への事業要望活動を
実施するとともに、河川関係協
会等への負担を行います。

準用河川や調
整池の適正な
管理

　準用河川等を円滑に管
理していくため、各種研
修会に積極的に参加しま
す。

　河川管理研修会、
災害復旧実務講習会
などの研修会へ参加
し、日常の業務に必
要な知識を習得す
る。
　また、雲出川治水
事業促進期成同盟会
など各協会に参加
し、国・県が施行す
る河川改修などの事
業推進の要望活動を
実施する。

　河川管理研修会に１
名、災害復旧実務講習会
に２名が参加しました。
　また、雲出川治水事業
促進期成同盟会、相川水
系治水事業促進期成同盟
会など各協会において、
関係団体とともに国・県
に対して要望活動を実施
しました。

4

　河川管理研修などの研
修会に参加し、適切な管
理を行うための知識を習
得することができまし
た。
　また、三重県の事業で
ある相川広域基幹河川改
修事業への要望を行い、
事業推進を図ることがで
きました。

現状維持

　適切に管理するための
基準や事務処理方法の習
得を、今後も継続して実
施します。
　また、国土交通省や三
重県が事業主体となる河
川改修事業などについ
て、今後も要望活動を行
い、事業推進を図りま
す。
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所管課長等による評価

課等名 中事業名 事業の目的

成果指標（平成28年度） 事業の評価

河川排水推
進室

港湾・海
岸維持管
理事業

　港湾統計調査、遭難船舶に係
る救護、漂流物及び沈没品に関
する処理を行います。
　また、港湾施設の維持管理を
行います。

港湾施設の機
能を維持す
る。

　港湾施設機能の適切な
維持を指標とします。

　津松阪港（津港
区）に出入する内外
貿貨物の取扱量等の
調査として、港湾統
計調査業務を実施。
　御殿場海岸広場や
雲出臨港緑地の管
理、また、海岸・港
湾樋門等の維持管理
や操作に係る業務の
実施。

　港湾統計調査について
は、民間事業者の協力の
もと、適切に調査票の作
成を行うことができまし
た。
　また、御殿場海岸広場
や雲出臨港緑地の維持管
理や、出水時の操作を含
めて海岸・港湾の樋門等
の管理を適切に行いまし
た。

4

　港湾統計調査について
は、民間事業者の協力の
もと、適切に調査票の作
成を行うことができまし
た。
　また、御殿場海岸広場
や雲出臨港緑地について
の維持管理、海岸・港湾
樋門等についての操作な
ど引き続き適正な維持管
理に努めます。

現状維持

　県からの受託事務であ
る港湾統計調査について
は、重要港湾津松阪港
（津港区）に出入する内
外貿貨物の取扱量等の調
査を適切に行います。
　また、御殿場海岸広場
や雲出臨港緑地について
の維持管理や、海岸・港
湾樋門等の維持管理を適
切に行います。

市営住宅課
住宅管理
事業

　住宅に困窮する低額所得者に
対し、低廉な家賃で市営住宅を
賃貸し、入居者の生活の安定と
社会福祉の増進を図るため、市
営住宅の維持管理、入退去に係
る業務、家賃の収納などの業務
を行っています。

市営住宅家賃
の収納率の向
上

　市営住宅家賃の収納率
の向上ため、滞納者に対
して納付指導の強化を図
るとともに、必要に応じ
て明渡し訴訟等の法的措
置の適用を図ります。

現年収納
率

91%

過年収納
率

5.3%

現年収納
率

94.63%

過年収納
率

7.14%

　滞納整理に関する基本
方針に基づき、賃借人及
び連帯保証人に対する履
行請求や法的措置を積極
的に実施した結果、現年
度分、過年度分の収納率
とも、目標値以上の水準
を達成することができ
た。

3

　入退去事務について
は、公募により適正に業
務の執行を行うことがで
きたが、入居率について
は前年度より低下した。
また、住宅の維持修繕に
ついては、入居者の良好
な住環境を維持するた
め、日常生活に支障が生
じないよう対応すること
ができた。
　家賃の収納業務につい
ては、積極的かつ効果的
な滞納整理に努めた結
果、収納率は前年度と比
較し、現年度分が3.9ポ
イント、過年度分が1.9
ポイントそれぞれ上昇し
目標値を上回るととも
に、累積滞納額は大幅に
減少した。

現状維持

　入居率の低下を踏まえ
て、定期募集において応
募の少なかった一部の住
宅を対象に、平成２９年
度から随時募集の方法に
切り替えるなど、入居率
の向上対策を講じる必要
がある。
　住宅維持修繕について
は、津市公共施設等総合
管理計画等に基づき、計
画的な改修・改善を進め
るとともに、将来的に維
持保有していく施設を明
確にするなどの検討を進
める。
　家賃の収納業務につい
ては、連帯保証人の現状
把握及び履行請求等の措
置の徹底を図る。

市営住宅課
美杉住宅
管理事業

　美杉住宅管理事業は、過疎対
策の一環として、定住人口又は
交流人口を増加させ、過疎地域
の活性化を図るために設置した
住宅を維持管理する事業であ
り、美杉町竹原地内のコミュニ
ティ・持経９戸、太郎生地内の
コミュニティ・瑞穂５戸を管理
しています。平成２６年度に
は、これまでの若者住宅から美
杉住宅に名称変更するととも
に、入居要件を緩和し、入居者
数の増加に向けて取り組んでい
ます。

募集方法の検
討

　募集要件を改正したこ
とに伴い、応募対象が広
くなったことから、より
応募しやすい募集方法に
ついて検討します。

　募集方法について
検討を行っていく。

　募集方法について検討
し、空家が続いているコ
ミュニティ・瑞穂につい
ては、平成29年6月か
ら、随時募集に切替える
こととした。

3

　平成27年度には2件の
応募があったものの、そ
の後は応募がなかったた
め、コミュニティ・瑞穂
については応募方法を年
4回の定期募集から随時
募集とすることについて
検討し、平成29年６月か
ら随時募集に切替えるこ
ととした。一方で、立地
条件や就業先などの問題
もあり、入居者の増加は
厳しいと考えられるた
め、今後も積極的なＰＲ
に努める。

現状維持

　今後は、二地域居住や
田舎暮らしを希望する人
をターゲットに、コミュ
ニティ・瑞穂の随時募集
について周知に努める。
　他部署（美杉総合支
所）とも連携して、募集
方法・ＰＲ方法を検討
し、入居者の確保を図
る。

市営住宅課
住宅施設
改修事業

　市営住宅の入居者が安心して
生活できる住環境を整備するた
め、居住水準の向上や既存住宅
ストックの長寿命化を図るため
の事業を計画的に実施していま
す。

社会資本総合
整備計画（地
域住宅計画）
の実施

　既存住宅の長寿命化を
図るべく社会資本総合整
備計画（地域住宅計画）
に基づき外壁改修を主と
した修繕工事を行いま
す。

3棟 2棟

外壁等改修工事
　藤方団地３号館
　中町団地Ｂ
　相川西団地Ｂ
　　　↓
　藤方団地３号館
　南阿漕１号館

　社会資本総合整備交付
金（国費）の減額が影響
し、目標施設が変更とな
り、棟数が３棟から２棟
になったものの、これら
の施設の工事を計画的に
行った。

3

　外壁等改修工事につい
ては、社会資本総合整備
交付金（国費）の減額が
影響し、当初の目標施設
が変更となり、棟数は３
棟から２棟になったが、
その他の受水槽改修工事
や遠隔水道メーター取替
工事は計画どおりに実施
することができた。

現状維持

　津市公共施設等総合管
理計画及び津市公営住宅
等長寿命化計画に基づ
き、市営住宅の長寿命化
を図るべく、社会資本総
合整備計画（地域住宅計
画）を活用しながら、計
画的な改修を実施してい
く。
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指標名 指標設定の考え方 目標値 実績値 数値以外の目標 目標に対する実績等の分析 評価 所見
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課等名 中事業名 事業の目的

成果指標（平成28年度） 事業の評価

市営住宅課
貸付事業
運営費

　住環境の整備改善を図るた
め、住宅を新築又は改修若しく
は住宅の用に供する土地を取得
する者に対して貸し付けた住宅
新築資金等について、その償還
業務を行うための事業です。

収納率
　住宅新築資金等貸付金
の収納率を指標とする。

現年収納
率

68.0%

過年収納
率

4.0%

現年収納
率

69.1%

過年収納
率

7.1%

　前年度に比べて繰上償
還が増加したことなどに
より、現年度分の収納率
は向上した。また、過年
度分の収納率について
は、前年度より低下した
ものの、法的措置などの
実施により、一定の成果
を上げ、目標値を上回っ
た。

3

　滞りなく返済している
債務者が償還を終えてい
く中で、収納率の低下が
懸念される状況である
が、前年度に比べて繰上
償還が増加したことによ
り、現年度分の収納率
は、3.8ポイント上昇し
た。
　また、過年度分の収納
率については、前年度よ
り1.9ポイント低下した
ものの、担保不動産の競
売申立てに対する配当
や、債権差押命令の申立
てなどの法的措置を積極
的に実施した結果、目標
値を上回った。
　しかしながら、不良債
権化した債権の債権額全
体に占める割合が増加し
ていることから、引き続
き積極的に滞納整理に取
り組む必要がある。

現状維持

　平成２８年度は、担保
不動産の競売申立てに対
する配当や債権差押命令
の申立てのほか、強制執
行認諾文言付き債務承認
弁済公正証書の作成に伴
う回収など、前年度に引
き続き積極的かつ効果的
な滞納整理に取り組んだ
結果、一定の成果を上げ
ることができたが、不良
債権化した債権の回収業
務は年々困難さを増して
おり、平成２９年度以降
において、連帯保証人の
現状把握及び履行請求の
徹底など、一層積極的か
つ効果的な滞納整理に取
り組んでいく。

津北工事事
務所

工事事務
所管理事
業（北工
事事務
所）

　事務所運営に係る庶務全般を
適正に実施することにより、所
管事業の円滑な執行を図りま
す。

事務所運営経
費の削減

　工事事務所の管轄が広
範囲に及ぶことから、現
場対応時の効率的な人員
配置により移動時間を短
縮することで燃料費を縮
減するとともに、照明、
コピー等の使用状況に留
意し光熱水費、消耗品の
縮減を指標とします。

　経費の削減を図り
ます。

　昼休み時間の室内照明
の消灯等不必要な電気は
消すよう努めました。

3

　事務所の節電に努めま
した。今後も、多大な業
務量を処理するうえで、
節電等を推進し、経費削
減に努めます。

現状維持
　今後も事務所運営経費
の削減に努めます。

津北工事事
務所

道路維持
事業（北
工事事務
所）

　道路利用者が安全、快適に通
行できるよう道路、水路及び附
帯構造物の修繕、補修を行うと
ともに、路肩等の除草業務及び
清掃業務を行い、生活基盤であ
る道路施設の保全維持に努めま
す。

道路維持修繕
の推進

　市が管理する道路の側
溝及び舗装の改修工事を
実施し、道路利用者に
とって安全で快適な道路
利用に供します。

35件 33件

　道路を適正に維持
管理することによ
り、安全で快適な道
路利用に供します。

　数値目標に対して、実
績値は下回ったが、緊急
度、優先度を十分考慮
し、事業を実施していま
す。

4

　道路、水路及び附帯構
造物の老朽、破損箇所な
どの修繕、補修を行い、
また、路肩等の除草業務
及び清掃業務を行いまし
た。件数については、年
度によって増減はするも
のの、今後も引き続き安
全で快適な生活環境を保
全するため、地元関係者
と協議しながら、道路施
設の維持保全等の改修を
緊急性の高い箇所より順
次進めていきます。

現状維持

　緊急性の高い箇所よ
り、老朽、破損箇所など
の修繕、補修を行い、路
肩等の除草業務及び清掃
業務を実施し、生活基盤
である道路施設の保全維
持に努めていきます。

津北工事事
務所

橋りょう
維持事業
（北工事
事務所）

　橋りょうの保全、補強による
安全性の向上を図り、継続的に
利用者が安心して通行できる橋
の確保を目的に橋りょうの修繕
を行うと共に、橋りょう長寿命
化計画に係る橋りょう点検を行
います。

橋りょう維持
工事の推進

　橋りょうの保全、補強
による安全性の向上を図
ります。

1件 1件

　橋りょうの補修・
修繕を早期に実施す
ることにより、施設
の安全性を保ち、寿
命の延命を図りま
す。

　緊急を要する危険箇所
の修繕を最優先に実施し
ました。

4

　橋りょうの修繕、落橋
防止、塗装等の維持補修
を行い、橋りょうの保
全、安全性の向上を図り
ました。件数について
は、年度により増減はす
るものの、今後も引続き
安全で快適な生活環境を
保全するため、地元関係
者と協議しながら、橋
りょうの維持保全等の改
修を緊急性の高い箇所よ
り順次進めていきます。

現状維持

　緊急性の高い箇所より
橋りょうの修繕、落橋防
止、塗装等を進め、橋
りょう補修点検の取り組
みを行っています。
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成果指標（平成28年度） 事業の評価

津北工事事
務所

交通安全
施設等整
備事業
（北工事
事務所）

　道路を通行する歩行者、車両
の安全確保を図るため、道路反
射鏡、防護柵、視線誘導標、区
画線、道路照明灯等の設置を行
います。

交通安全施設
整備の推進

　交通安全施設を設置
し、車両、自転車、歩行
者の安全確保を行いま
す。

3件 2件

　道路反射鏡・防護
柵等の交通安全施設
整備を実施すること
により、道路におけ
る事故を未然に防ぎ
ます。

　緊急を要する危険箇所
の整備を最優先に実施し
ました。

4

　道路を通行する歩行
者、車両等の安全の確保
を図るため、道路反射
鏡、防護柵、視線誘導
標、区画線、道路照明灯
等の交通安全施設の設置
を行いました。今後も引
き続き公安委員会、教育
委員会、地元等と連携し
て交通安全施設の更新や
整備を推進します。

現状維持

　交通安全施設を整備す
ることにより、道路を通
行する歩行者、車両等の
安全確保を図り、交通安
全施設の更新や整備を進
めて行きます。

津北工事事
務所

交通安全
施設等維
持事業
（北工事
事務所）

　道路を通行する歩行者・車両
の交通安全環境を維持するた
め、交通安全施設の修繕及び改
修等を行います。

交通安全施設
の修繕の推進

　老朽化に応じて速やか
に維持修繕を行い、道路
を利用する歩行者、車両
の交通安全環境の維持を
図ります。

250件 265件

　道路反射鏡・防護
柵等の交通安全施設
修繕を実施すること
により、道路におけ
る事故を未然に防ぎ
ます。

　緊急を要する危険箇所
の修繕を最優先に実施し
ました。

4

　交通安全施設の老朽
化、破損等による施設の
修繕及び改修、改良等を
行いました。年度により
件数は増減するものの、
今後も引き続き交通安全
施設の維持保全等の改修
を緊急性の高い箇所よ
り、順次進めていきま
す。

現状維持

　緊急性の高い箇所より
老朽、破損箇所などの修
繕、補修を行い、道路交
通の安全確保のため、交
通安全環境の維持に努め
て行きます。

津北工事事
務所

河川維持
事業（北
工事事務
所）

　生活環境の向上や浸水被害の
軽減を図るため、準用河川、幹
線水路、調整池の草刈、しゅん
せつ等の維持管理を行います。

浸水被害の低
減を図る

　準用河川、幹線水路、
調整池の草刈、しゅんせ
つ等の維持管理や改修工
事などを計画的に行い、
浸水被害の低減を図りま
す。

　治水施設である幹
線水路等を適正に維
持管理することによ
り、安心で安全な生
活環境を確保しま
す。

　草刈やしゅんせつの要
望・苦情が多く、緊急
度・優先度の高いものか
ら実施しました。

4

　草刈やしゅんせつの要
望、苦情等が多く、緊急
度・優先度の高いものか
ら計画的に実施していま
す。
　草刈については自治会
へ委託しているが、自治
会の高齢化等により、断
られる傾向になってきて
いることが、今後の課題
となっています。

現状維持

　草刈やしゅんせつの要
望、苦情等が多く、予算
等を考慮し、計画的に実
施していきます。

津北工事事
務所

街路整備
関係事業
（北工事
事務所）

　街路整備を行うことにより、
良好な市街地の形成を図り、都
市における交通の円滑化の確保
による安全で快適な都市生活と
機能的な都市活動の実現を図り
ます。

街路事業保有
地の管理推進

　保有地の除草業務委託
により、維持管理を図り
ます。

　街路事業が実施さ
れるまでの間、保有
地の適正な維持管理
に努めます。

　街路事業実施の予定は
なく、保有地の除草作業
を行いました。

4

　今後の街路整備事業を
円滑に進めるため、保有
地の除草業務を行いまし
た。今後についても保有
地の適正な維持管理を
行っていきます。

現状維持
　今後も街路事業保有地
における維持管理を適正
に行っていきます。

津北工事事
務所

公園維持
事業（北
工事事務
所）

　都市公園等の効用を全うする
ため、各公園の健全な維持管理
を行い、公共の福祉の増進を図
ります。

地元管理委託
の推進

　地域の公園は地元管理
を基本に、利活用を考え
地元管理の推進に努めま
す。

　公園の地元管理を
基本に自治会等の諸
団体により管理をお
願いしていきます。

　公園の除草・清掃等の
業務を自治会等へ委託す
ることにより、地域住民
が愛着と責任を持てるよ
う、自立的な公園管理促
進に努めました。地元委
託件数は201件でした。

4

　公園数は、宅地開発等
の帰属により増加する一
方、維持管理に係る予算
については縮小傾向にあ
ります。このような状況
の中、維持管理費の縮減
と地域住民の財産として
公園の有効活用と活性化
を目的に地元等による維
持管理委託推進に努めま
した。自治会住民等の高
齢化や自治会離れにより
地元管理が敬遠されがち
ですが、地元の愛着のあ
る公園としての有効利用
を目的に、今後も引き続
き推進していきます。

現状維持

　公園管理の目的とした
地域に密着した愛着ある
公園として、住民意識を
高めるためにも地元維持
管理委託をお願いしてき
たが、管理業務において
の事故等の補償、賠償の
保険問題を明確化する必
要があります
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成果指標（平成28年度） 事業の評価

津南工事事
務所

工事事務
所管理事
業（南工
事事務
所）

　事務所運営に係る庶務全般を
適正に実施することにより、所
管事業の円滑な執行を図りま
す。

事務所運営経
費の削減

　広範囲におよぶ工事現
場を抱えているため、効
率的な人員配置を行い移
動時間の無駄をなくし燃
料費を節減するととも
に、消耗品、及び光熱水
費等の経費削減を指標と
します。

　経費の削減を図り
ます。

　昼休み時間の室内照明
の消灯等不必要な電気は
消すよう努め、光熱水費
の削減を行いました。

3

　事務所経費に係る事務
を概ね適正に実施したこ
とにより、所管事業の円
滑な執行に寄与すること
ができました。

現状維持

　事務所管理に係る経費
の抑制に努めながら、現
状を維持し継続していき
ます。

津南工事事
務所

道路維持
事業（南
工事事務
所）

　道路利用者が安全、快適に通
行できるよう道路、水路及び附
帯構造物の修繕、補修を行うと
ともに、路肩等の除草業務及び
清掃業務を行い、生活基盤であ
る道路施設の保全維持に努めま
す。

効率的な事業
の実施

　市民からの要望が多く
あるため、市民ニーズを
的確に把握し、常にコス
ト意識を持ち、効果的・
効率的に事業を実施する
ことを指標とします。

　生活基盤である道
路・水路を適正に維
持管理することによ
り、安全で快適な生
活環境を確保しま
す。

　緊急度・優先度を十分
考慮し、効率よく事業を
実施していきます。

4

　道路を安全な状態に保
つために、道路の保守管
理及び修繕工事等を実施
することにより、現状維
持を確保できました。

現状維持

　日常の道路パトロール
の効率化を図り、安全・
安心な道路を維持するた
めに必要な維持管理を行
い、今後も迅速な対応を
進めます。

津南工事事
務所

橋りょう
維持事業
（南工事
事務所）

　橋りょうの保全、補強による
安全性の向上を図り、継続的に
利用者が安心して通行できる橋
の確保を目的に橋りょうの修繕
を行うと共に、橋りょう長寿命
化計画に係る橋りょう点検を行
います。

効率的な事業
の実施

　市民ニーズを的確に把
握し、常にコスト意識を
持ち、効果的・効率的に
事業を実施することを指
標とします。

　橋りょうの早期補
修・修繕を実施する
ことにより、施設の
長寿命化を図りま
す。

　緊急を要する危険箇所
の修繕を最優先に実施し
ていきます。

4

　老朽化した既設橋りょ
うの補修、修繕等を行う
ことにより、橋りょうの
維持及び安全確保を行う
ことができました。

現状維持

　橋りょう点検業務の結
果に基づき、今後も緊急
性の高い箇所から早期補
修・修繕に努めていきま
す。

津南工事事
務所

交通安全
施設等整
備事業
（南工事
事務所）

　道路を通行する歩行者、車両
の安全確保を図るため、道路反
射鏡、防護柵、視線誘導標、区
画線、道路照明灯等の設置を行
います。

安全で安心な
道路の確保

　道路における事故を未
然に防ぐため、交通安全
施設の整備を推進し、安
全で安心な道路を確保す
ることを指標とします。

　道路反射鏡・防護
柵等の交通安全施設
整備を実施すること
により、道路におけ
る事故を未然に防ぎ
ます。

　緊急を要する危険箇所
の整備を最優先に実施し
ていきます。

4

　道路を安全に利用して
もらうため、道路反射
鏡、防護柵等を設置する
ことにより、道路の安全
を確保することができま
した。

現状維持

　引き続き、道路状況を
踏まえて必要性の高い箇
所から、道路反射鏡、防
護柵等を設置します。

津南工事事
務所

交通安全
施設等維
持事業
（南工事
事務所）

　道路を通行する歩行者・車両
の交通安全環境を維持するた
め、交通安全施設の修繕及び改
修等を行います。

安全で安心な
道路の確保

　道路における事故を未
然に防ぐため、交通安全
施設の整備を推進し、安
全で安心な道路を確保す
ることを指標とします。

　道路反射鏡・防護
柵等の交通安全施設
整備の実施、主要幹
線道路における区画
線の更新を行い、安
心・安全な道路環境
を維持していきま
す。

　緊急を要する危険箇所
の整備を最優先に実施し
ていきます。

4

　道路利用者に道路の情
報や安全を確保するた
め、道路区画線及び道路
照明灯等の維持管理を行
いました。

現状維持

　今後も道路利用者の安
全を確保するため、道路
区画線及び道路照明灯の
保守に努めていきます。

津南工事事
務所

河川維持
事業（南
工事事務
所）

　生活環境の向上や浸水被害の
軽減を図るため、準用河川、幹
線水路、調整池の草刈、しゅん
せつ等の維持管理を行います。

浸水被害の軽
減

　市民の安全・安心な生
活環境を確保するため、
準用河川・幹線水路・調
整池の草刈やしゅんせつ
等の維持管理及び改修工
事などを計画的に行い、
浸水被害の軽減を図るこ
とを指標とします。

　治水施設である幹
線水路等を適正に維
持管理することによ
り安心で安全な生活
環境を確保します。

　草刈やしゅんせつの要
望、苦情等が多く、緊急
度、優先度を十分考慮し
計画的に実施する必要が
あります。

4

　工事による排水能力を
高め、河川の氾濫等によ
る浸水被害の低減を図る
ことができた。今後も引
き続き河川の維持保全等
に努め、緊急性の高い箇
所より順次進めていく。

拡充・充
実

　当初予算ベースである
と現状を維持する程度し
か実施できないため、治
水能力の向上を図るに
は、維持費の増額を行っ
ていく必要があります。
また、今後は浚渫等によ
る治水能力の向上を図る
だけでなく、市街地にあ
る調整池等の雑草を抑制
するための環境整備工事
を行い、草刈り等に係る
経費節減を図ります。
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津南工事事
務所

街路整備
関係事業
（南工事
事務所）

　街路整備を行うことにより、
良好な市街地の形成を図り、都
市における交通の円滑化の確保
による安全で快適な都市生活と
機能的な都市活動の実現を図る
ことに寄与することができま
す。

街路事業保有
地の管理推進

　保有地の除草業務委託
により、維持管理を図り
ます。

　街路事業を推進
し、保有地を少なく
していきます。

　保有地の除草作業を行
いました。

4
　街路事業保有地に係る
維持管理を適正に行うこ
とができた。

現状維持
　今後も街路事業保有地
における維持管理を適正
に行っていきます。

津南工事事
務所

公園維持
事業（南
工事事務
所）

　都市公園等の効用を全うする
ため、各公園の健全な維持管理
を行い、公共の福祉の増進に資
します。

地元管理委託
の推進

　地元へ公園管理を委託
することによって、地域
住民の感心や責任も高ま
り、より良い公園管理に
繋がります。

137公園 158公園

　公園の地元管理を
基本に自治会等の諸
団体により管理をお
願いしていきます。

　自治会等への除草・清
掃等の業務委託数を増や
し、地域住民が愛着と責
任を持てるように自主的
な公園管理を促進できま
した。

4

　公園数は、宅地開発等
により新設公園の帰属が
毎年増加するなか、既存
公園の有効利用と地域の
活性化を目的に、地元自
治会等の諸団体に維持管
理を委託しています。し
かし、自治会住民の高齢
化や自治会離れにより地
元管理が敬遠されるな
か、愛着のある公園とし
て地元有効利用を目的に
地元管理委託を行うこと
ができ、適正な維持管理
に努めることができまし
た。

現状維持

　公園利用者が安心して
利用できる状況を確保で
きました。今後も経費を
削減しながら安全な状況
維持を図ります。
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